
 

 

議案第１０号 

 

東広島市史跡の指定について 

 

 東広島市文化財保護条例（平成１９年東広島市条例第９号）第４条第１項第５号

の規定により、東広島市史跡に指定することについて、次のとおり提案する。 

 

令和６年４月２５日提出 

 

東広島市教育委員会 

教育長  市   場  一   也 

 

１ 提案理由 

  東広島市文化財保護審議会から、指定が妥当との答申を受けた物件について、

東広島市史跡に指定するため、この議案を提出するものである。 

 

２ 指定する文化財 

種    類 東広島市史跡 

名    称 曽場が城跡 

員    数 １ 

所在の場所 東広島市八本松町原１０１２８番１ 

（上記のうち、指定面積は約３１６，０００㎡） 

所有者等の住所 東広島市西条栄町８番２９号 

所 有 者 等  東広島市原財産区 

 

３ 指定する期日 

  令和６年４月 日 

 

４ 根拠規定 

  東広島市文化財保護条例 

 第４条 教育委員会は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ要件を満たす文化財を

東広島市文化財に指定（－略－）又は選定（－略－）（－略－）することができ

る。 

 (1)～(4) －略－ 

(5) 東広島市史跡、東広島市名勝又は東広島市天然記念物（以下「市史跡名勝天

然記念物」という。） 市内に存する記念物（法第１０９条第１項の規定により

指定された史跡名勝天然記念物又は県条例第３６条第１項の規定により指定さ

れた県史跡名勝天然記念物を除く。）のうち市にとって重要なもの 

(6)  －略－ 
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  東広島市教育委員会教育長事務委任規則（平成２０年東広島市教育委員会規則

第２号） 

 第 1 条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（－略－）第２５条第１項の

規定に基づき、東広島市教育委員会（－略－）の権限に属する事務のうち、法

第２５条第２項各号に規定するもののほか、次の各号に掲げるものを除き、教

育長に委任する。 

  (1)～(9) －略－ 

  (10) 文化財の指定又は選定及びその解除を行うこと。 

 (11)～(14)  －略－ 
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東広島市指定調書 

 

【名   称】 曽場が城跡 

【種   別】 史跡 

【員   数】 １ 

【所 在 地】 東広島市八本松町原 10128番１のうち 316,000㎡ 

【所 有 者】 東広島市原財産区 

【指定年月日】  

【内   容】 戦国時代、大内氏が安芸国支配の拠点として築いた山城跡 

【年   代】 中世後期 

【解   説】 ≪地理≫ 曽場が城跡は、西条盆地の西側を限る一連の丘陵の北端に位置する標高 607

ｍの曽場ヶ城山から東に延びる稜線上に築かれた城跡である。西条盆地側から見ると、

屏風を立てたように屹立して見える。 

曽場ヶ城山の山頂は「一つ城」と呼ばれ、そこから北に稜線を下ると古代から近世

までの山陽道の難所の一つであった大山峠に至る。 

        ≪歴史≫ 曽場ヶ城跡は、大山城跡、飯田城跡、杣城跡とも呼ばれるとされる。同時

代の史料では、「杣城」と記されているので、ここでは城についていうときは杣城の呼

称を使う。 

 杣城の初見は、大永 8年(1528)6月の陶興房書状である。大永 5年(1525)、東西条を

回復した陶興房は、鏡山城を廃し、重臣の伊香賀壱岐守を代官(小郡代カ)として杣城

に在城させている。 

 その後、東西条郡代に就任した弘中隆兼が在城したとみられ、天文 5 年(1536)から

始まる平賀弘保・興貞父子の内紛では、大内方の弘保を支援して頭崎城を攻める拠点

として機能した。尼子氏の支援を受けて抵抗する頭崎城に対し、大内義隆は天文 8 年

(1539)、弘中隆兼に代えて杉隆宣を派遣し、長門守護代内藤興盛の嫡子内藤隆時に隆

宣の支援をさせる体制を採ったようである。天文 12年(1543)、杉隆宣の出雲での討死

後、新たに西条守護に就任した弘中隆兼は杣城南方約 4.5ｋｍの槌山城に拠点を移し、

杣城は廃城となった。 

 廃城後も、この地の重要性が失われたわけではなく、曽場が城跡の北東に位置する

字飯田に新たに土居遺跡を築いている。 

≪構造≫ 城跡は、標高 607ｍの最高所に位置する城域西端の「一つ城」郭群と、中央

に位置する主要部郭群、そして東端に位置する「午の段」郭群の三つの郭群からなる。 

主要部郭群は、西端に「本丸」と呼ばれる１郭を配置し、間に２郭を挟んで東側に

一段高く３郭を配す。３郭と２郭の間には浅い堀切があり、独立性が高められている。 

３郭の東側から午の段にかけて階段状に４つの郭を配している。「本丸」の北側には、

十数メートルにわたって野面積の石垣が残っている 

「本丸」の西側は 8 条程の堀切で「一つ城」郭群と切り離されており、また主要部

郭群と「一つ城」郭群の間は距離もあり、「一つ城」郭群は、独立性の強い郭群となっ

ている。 

「午の段」郭群は、主要部から 20ｍほど低い尾根の南側斜面を中心に造られた郭群で、

「午の段」の名称は南を指す午の方角に由来する。南端近くには二段の広い郭があり、

居住空間であった可能性がある。「午の段」郭群には、随所に石垣が残り虎口を形成し

ている箇所もある。 
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「本丸」と｢一つ城｣郭群の間の南側の谷は「水ガアテ」と呼ばれており、水の手があ

ったと思われる。 

≪所見≫ 杣城は、鏡山城の廃城後、大内氏の安芸国支配の拠点が置かれた城であり、

山陽道を押さえる上でも好位置を占める。 

峻険で比高 350 メートルと高く、曽場が城山の山頂部から東西約 750 メートルにわ

たって郭群が広がる大規模な山城で遺構もよく残っている。 

本城は、鏡山城跡（史跡）、槌山城跡（市史跡）とともに大内氏の安芸国支配体制を

考える上でも重要な城跡である。 

よって、東広島市の史跡に指定し保護・活用を図ることが望ましいと考えられる。 

 

（作成者：今田幸博） 

         

       「参考文献」 

       ・広島県教育委員会 １９９４ 「広島県中世城館遺跡総合調査報告書 第２集」 

       ・小都隆編 ２０２０ 「安芸の城館」 ハーベスト出版   
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資料 

１ 名称：曽場が城跡 

 

２ 所在地：東広島市八本松町原 10128番 1ほか 

 

３ 遺構の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 「本丸」（主郭）   標高 579m 

  2  井戸郭 

  3 「二の丸」 

  8～9 「本陣（午の段）」 

  10 「一ツ城」     標高 607.2m     ※ 「  」は『原村史』掲載の地名 

 

４ 遺跡範囲（城跡全体の範囲） 
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５ 今回指定を予定する範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曽場が城跡位置図 

JR八本松駅 

曽場が城跡 

 城跡全体面積：430,100㎡ 

 今回指定範囲：316,000㎡ 

（八本松町原 10128番 1：3,117,890㎡のうち 316,000㎡ 
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６ 関連史料 

『萩藩閥閲録』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『山口県史』史料編 中世３ 
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『中国行程記』「山陽道 登り」 巻四  明和元年（1764年） 

 古城山 此古城山杣ヶ城ト云、飯田家之居城成ガ由緒不知、杉二郎左衛門居城共云共二郎

左衛門は原村ノ西戸羽ノ城ニ居シナリト見ヘタリ 

 

 

 

『原村史』上巻 原村史編集委員会編 昭和 42年（1967年）4月 

 P162～163より 

 

「原村指出帳」（元禄 16年（1699）、享保 6年（1721）、寛政 2年（1790）） 

 古城二か所内  曽場ヶ城壱ヶ所  杉次郎左衛門殿 

 

「国郡誌下調帳」（文政 2年 1819年） 

 昔時城主杉次郎左衛門殿居城有ける由申伝へたれ共其後何方へ転移致したるや又居城年

歴抔不詳、又結城盛貞といふ人居城也とも云う、一説に云う椙野次郎義晴と云人居城、此人

は天文年中大内家の旗下にて防州山口落城の節同所にて討死と申し伝え候、何れが是なるや

旧記等も無く咄伝の事故・・・ 

 

「社寺存置及由緒明細簿」（明治 13年（1880）6月） 

 古老の口碑に往古十林寺と云う寺院ありて杉次郎左衛門元家信徒の所同氏長門へ移転其

後福島正則公の頃廃寺となり云々 

 

「古社寺取調書」（明治 28年（1895）8月） 

 雷八幡神社の由緒  

  大内幕下杉次郎左衛門当時曽場ヶ城山居城中武威祈願所たりし由云々 

 

『
大
日
本
古
文
書
』 

毛
利
家
文
書 

（
後
略
） 

一
五
四
一
年 
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７ 遺跡写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曽場が城跡遠景（南東から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曽場が城跡遠景（北東から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5郭から 4郭を見たところ（東から） 
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本丸の状況（東から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本丸から見た一ツ城             本丸北側の石垣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本丸西側の堀切               午の段の石垣 
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